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「東員町観光地域づくり戦略（案）」に関する意見募集の結果について 

 

■意見の募集期間 令和６年３月１日（金）～３月１５日（金） 

■意見提出者数 １名 

■意見数 １４項目 

■提出方法 電子メール 

■意見の内容と町の考え方 以下のとおり 

 

No. ページ 意見の概要 意見への町の考え方 

1 表紙、P6 「ちょこっと田舎 ちょこっと都会 ちょこっと観光」

という表現は控えめながら、とても関心を誘う表現であ

るため、良いと思います。 

東員町の目指す観光のあり方を表現したフレーズとし

て設定しています。本戦略の着実な実行を通じて、「ちょ

こっと観光」の実現を図っていきます。 

2 P8 ①経済波及効果の項目に、「持続的に「稼げる」地域にな

る。」「活力に満ちた地域社会の持続可能な発展を可能に

する。」という内容を追加することを提案します。 

①経済波及効果の項目に、「東員町においても、観光地域

づくりに取り組み、持続的に稼げる地域になることを目

指します。」を追記します。 

3 P8 ②観光にはスタイルがある、の項目に、「学習・地域貢献・

地域交流の機会。地域の魅力を発見して楽しむ。」 

という内容を追加することを提案します。 

②観光にはスタイルがある、の項目に、「地域の魅力に触

れ、」を追記します。 

4 P9 ③時代とともに魅力的な地域へ、の項目に、「子どもたち

が地元や歴史、文化等の魅力を理解して、関心を持ち、

伝えることができる機会の創出」という内容を追加する

ことを提案します。 

③「時代とともに魅力的な地域へ」、の項目を、「時代と

ともに魅力的で持続可能な地域へ」に変更します。また、

同項目内に、「持続可能な観光地域づくり」を追記しま

す。 
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5 P10 本戦略の位置づけと計画期間の 3 行目、「にぎわいづく

り」を「地域活性化」に置き換えた方が良いのではない

か。 

（にぎわいづくり”も”地域活性化”も同じ意味ではあ

りますが。） 

「東員町まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、「にぎ

わいづくり」を基本目標として定めているため、「にぎわ

いづくり」と記載しています。 

6 P13 中部公園、LA・PITAスタジアムは確かに ４０代が最多 

ですが、「こども歌舞伎」「第九」に観劇に来られる方は、

高齢層（５０、６０，７０，８０代）が多いと思います。 

町全体のメインターゲットについては家族連れとして

いるものの、ご指摘の 50 代以上の方についても、各観

光資源に適した施策を検討することにより、積極的な誘

客に取り組みます。 

7 P21 こども歌舞伎公演の今後の可能性について、 

１．イヤホンガイドの解説（御園座などで実施していま

す。歌舞伎の知識のない人、馴染みのない人が理解しや

すくなる） 

２．イヤホンガイドの多言語対応（外国人向け）で外国

人がカブキを楽しめるようになる。 

３．鑑賞教室の開催（興味のある人の知識を深めること

ができるし、歌舞伎に馴染みのない人でも伝統芸能であ

る歌舞伎が理解できるようになる） 

を追加することを提案します。 

「イヤホンガイドによる解説の実施」「鑑賞教室の開催」

を追記いたします。 

「東員町と歌舞伎の関係や歴史を学ぶ機会の提供」を

「東員町と歌舞伎の関係や伝統芸能を学ぶ鑑賞教室な

どの機会の提供」に変更します。 

8 P23 北勢線の今後の可能性について、 

撮り鉄(とりてつ)コンテスト、北勢線の絵描きコンテス

ト 

を追加することを提案します。 

「撮り鉄コンテストや絵描きコンテストの実施」を追記

します。 
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9 P23 中部公園【公園利用】の今後の可能性について、 

１．パラスポーツである「フライングディスク」の練習

会・大会の開催・・・三重とこわか国体（2021全国障害

者スポーツ大会）の東員町会場の種目 

２．水辺における環境学（自然体験活動等の推進・・安

全で近づきやすい河川空間の整備）（市民活動団体と連携

した環境学習、自然体験学習） 

３．自然公園指導員 

を追加することを提案します。 

【全般】項目に「スポーツ大会などとの連携」を追記し

ます。 

【全般】項目に「水辺における学習、体験などの実施」

を記載します。 

中部公園に関しては今後の活用の可能性が非常に多岐

に渡り、戦略に記載する項目を絞らせていただいており

ます。いただいたご提案に関しても、今後の実施可能性

を検討していきます。 

10 P23 既存施設系の項目に、 

城山３丁目の「企業の森」で森林環境の保全活動に協力

する 

を追加することを提案します。 

城山３丁目の「企業の森」については、他の資源と比較

して、観光資源としての活用可能性が現状では低いと考

えられるため、記載はしておりませんが、森林環境の保

全活動の観光資源化についても検討していきます。 

11 P23 その他 観光資源全般の項目に、 

１．地域の観光拠点となる商業施設等の建築物（観光案

内所のようなもの） 

２．道の駅（それ自体が観光資源になる、観光を加速す

る拠点） 

３．道路の緑化・歩道の緑化、花壇整備して景観に配慮

する。（道路の有効活用） 

４．オープンカフェの設置（道路や広場の有効活用） 

５．優れた自然の風景地を活かした地域づくり（鈴鹿山

脈、養老山系が広がる光景・眺望は、町の財産です） 

６．文化財の保存・保護、次世代への継承 

７．芸術の観光への活用を推進する人材の育成 

施策３－１の【取り組み】内の「道の駅等の物販施設整

備の検討」を「観光拠点となるような道の駅等の物販施

設整備の検討」に変更します。 

 

施策１－２「新たな観光資源の創出のためのアイデア」 

「その他」に「道路や広場などを有効活用したオープン

カフェの設置」を追記します。 

 

観光資源全般の項目についても中部公園と同様に、今後

の可能性が非常に多岐に渡る項目であるため、記載する

項目は、 

・町として目指す観光と取組の方向性との整合性 
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８．町内各地にある花壇の管理不十分で、花植えもせず、

雑草が伸び放題の花壇がある【城山東西バス通り沿い３

丁目側の花壇】それらの花壇の花植えと水やりの管理を、

公募して、花壇管理者通しのコンテストを実施 

を追加することを提案します。 

・計画年度内での実現可能性 

を考慮して選定しています。 

ご指摘の項目についても、今後の可能性が広がるアイデ

アであると認識しています。 

12 P29 アクセス性向上のアイデア、の項目に、 

１．MaaS等の新たなモビリティサービスの基盤整備の支

援、 

２．公共交通事業者等による利便増進措置 

を追加することを提案します。 

「観光 MaaS 等の新たなモビリティサービスの基盤整備

の検討」を追記いたします。 

「公共交通事業者等による観光利便増進の検討」を追記

いたします。 

13 P49 （１）観光コンテンツ等の不足、の項目に、 

１．公共施設のバリアフリー化 

２．障碍者等の運賃割引の促進 

を追加することを提案します。 

ご指摘の項目につきましては、観光に関わらず推進する

必要のある項目と認識していますので、本戦略には記載

をしていません。 

14 P49 （４）観光推進体制の未整備、の項目に 

「訪れる人と触れ合うことを日常のこととして町民が考

える意識を持つ。「おもてなしの心」をもって迎える。 

また、地域文化伝統の継承に協力する。訪れた人が快適

かつ安全に楽しめることができるまちづくり（満足度の

高い魅力的な観光地域の形成に努める）や景観づくりに

主体的に町民が参画すること。」 

を追加することを提案します。 

ご指摘のとおり、町外からの観光客を受け入れる側とな

る町民の方々のご協力は欠かせないと認識しています。 

本項目については、町民の方々を巻き込んで観光を推進

する観光地域づくり組織に関する記載を行っている項

目であるため、ご指摘の内容については当該組織にて進

めていきます。 

 

 


